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令和６年度介護報酬改定に向けて

7



今回の介護報酬改定は、
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R６介護報酬改定の意義

◆物価・光熱水費の高騰による著しい経営圧迫や、全国的な賃上
げムードのなかでの人材獲得競争（力）の問題を大前提として、
「我が国の介護サービスそのものをいかにしてまもっていくの
か」という極めて重いものである

と同時に、

◆高齢者とされる層の数的ピークとともに、85歳以上となる方が
増加していくこと、またさらなる生産年齢人口の減少が見込ま
れる「2040年」に備えた制度設計基盤をいま一度、点検・強化
する

という、歴史的にも意義深い機会であると考えます。



令和６年度介護報酬改定に向けて

～介人研の意見～
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（１）物価高騰等を踏まえた大幅な基本報酬の引き上げ

（制度の安定性・持続可能性の確保）

物価・光熱水費は１年半にわたって高騰を続けており、本会等が

行った「物価・光熱水費等の高騰による介護施設・事業所への影響調

査」（令和５年４月）では、実に約３割の施設・事業所が「事業の廃

止や倒産の危機に直面、又はその可能性がある」と回答するなど、介

護事業経営への圧迫は深刻なレベルに達しています。

また、コスト増をサービス価格に転嫁できない以上、他産業で推し

進められている賃上げの波に介護事業者が対抗していくことは困難で

あり、人材獲得競争力はますます失われています。

それらを踏まえ、次期介護報酬改定に向けて「大幅な基本報酬の引

き上げ」が絶対に必要であることを審議報告に明記いただきたく、強

く意見いたします。
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（２）処遇改善関連加算の一本化と人材確保・定着等に係る上
位区分の創設

（介護人材の確保と介護現場の生産性の向上）

厚生労働省においては、「介護職員の働く環境改善に向けた政策

パッケージ」（令和４年12月）において、「生産性向上に向けた処遇

改善加算の見直し」として「加算手続きの簡素化や制度の一本化」の

検討について掲げていただいているところですが、その見直しにあ

たっては、これまでこれらの加算を通じて行われてきた処遇改善の流

れを一層加速させるために、以下について意見いたします。

① ３つの処遇改善加算が一本化された後に、得られる単価が目減り

することがないよう設計すべきであること。

② さらなる人材確保・定着等に資する取り組みを求めることを要件

として、上位区分を設けるべきであること。
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（３）介護ＤＸの推進～効果の明らかなものに関する導入支援
とさらなる活用の推進

（介護人材の確保と介護現場の生産性の向上）

介護従事者の負担軽減や医療・介護連携、データヘルス推進等によ

る効果的なサービス提供を促進していくため、介護現場におけるロ

ボット・ＩＣＴ等の利活用が必要不可欠であることは言うまでもあり

ません。

しかし、最も活用が進む見守り支援機器の導入でも約３割に留まる

とする調査結果も明らかになるなか、効果の確かなものについては

「導入支援加算」を創設してでも、介護現場を後押しする意義は十分

にあるものと考えます。

合わせて、一定の成果（生産性向上の数値化した評価等）を要件と

して、さらなる活用のための費用（拡充のための費用やランニングコ

スト等）についても、加算での支援を検討いただきたく、意見いたし

ます。
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（４）介護福祉士に認められる医療行為の範囲拡大によるタス
クシフトの推進を通じた看護師の負担軽減とさらなる評価

（介護人材の確保と介護現場の生産性の向上）

介護現場における必要性を鑑み、平成24年から介護福祉士に認めら

れる医療行為（喀痰吸引、経管栄養※実務者研修修了、医療職による

監督が必要等条件有）が一部解禁されました。しかしながら、「イン

スリン注射」「摘便」「床ずれの処置」等、場合によっては家族が行

うケースがあるようなものでも、現状では介護福祉士には認められず、

看護師が行う必要があります。

限られたマンパワーを最大限に活用していくためには、こうした規

制を取り払い、過重な業務負担や人材確保難が指摘される看護師の人

員配置上の評価について、技能を有する介護福祉士で代替できる部分

は代替を進めつつ、コアな部分に重点化していくことによって一層高

めていくことが必要であると考えます。（規制改革案件）
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（５）経営規模拡大または連携の推進に係るインセンティブの
付与

（介護人材の確保と介護現場の生産性の向上）

限られた介護人材のリソースを有効に活用し、生産性を上げていく

ため、経営の協働化・大規模化は重要な取り組みであると考えます。

厚生労働省においても、社会福祉連携推進法人制度を設けて推進し

ているところですが、現状においてメリットを実感しづらい段階にあ

ることから、十分浸透しているとは言えないところです。

経営が大規模化あるいは連携強化されることにより、地域において

は介護力や感染症への対応力等についてもボトムアップが期待される

ところ、診療報酬における「感染対策向上加算」等を参考に、複数施

設・事業所のカンファレンス等を要件とした、大規模化あるいは連携

強化と算定が紐づけられるような（地域包括ケアの深化・推進を目指

した）加算を新たに検討してはどうかと考えます。

（地域包括ケアシステムの深化・推進）
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（６）「２０４０年」に向けた関連加算の強化・拡充

（自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進）

高齢者の数的ピークを迎えるばかりでなく、85歳以上の方が増加す

ることが見込まれる「2040年」に向けて、また先だって成立した「認

知症基本法」の趣旨に鑑み、関連の加算について強化・拡充すべきで

あると考えます。

① 外部の医療専門職との連携強化（ＩＣＴ等の活用含む）を一層求めること等を
要件に、特別養護老人ホーム等での看取り介護加算を拡充すべきであること。

② 介護老人保健施設やショートステイ等での看取りがより行いやすい環境の整備
に向けて、実態把握の上、加算等の整備・拡充を検討すべきであること。

③ 通所介護において「中重度者ケア体制加算」や「認知症加算」について手厚い
評価を行うとともに、より算定しやすい下位区分を設けるべきであること。

④ 訪問介護において、ケアマネジャーや医師との連携のもと看取りを行うケース
があり、ＩＣＴの活用等も含め、そうした取り組みを評価する加算を新設すべ
きであること。

［例］
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令和６年度介護報酬改定に向けた意見

（７）基準費用額の見直し

（その他）

物価・光熱水費等の高騰、また各分野における賃上げの状況等を受

けて、例えば「食費」については食材料費や調理員の人件費等が上昇

しており、法人・施設の持ち出しによる差額の対応や委託業者等との

契約の見直し（値上げや打ち切り等）が様々に報告されています。

利用者の生活の質に直結しかねない問題であることを踏まえ、実情

に応じた早急な見直しが必要であると考えます。

※なお、補足給付の対象となる方の負担限度額についても、今日の状況を鑑みて適宜見直しを行なっ

ていく必要があるのではないかとする意見がありました。



優れた職場に、

優れた人材を。

ニッポンの宝である介護人材が、そのパフォーマンスを最大限に
発揮できる土壌を育てていきたい。

わたしたちは、介護福祉分野の好循環を生み出す一助となるべく、
活動していきます。

年末まで、介護給付費分科会での議論が尽くされ、未来へつながる
報酬改定が実現することを国民の一人として大いに期待しています。

17


